
新型コロナウイルス感 染症に関するお知らせ
町税の徴収猶予の特例申請

　新型コロナウイルス感染症の影響により、納税
が困難な場合は徴収猶予の特例を申請できます。
■対 収入が前年同期に比べ概ね20％以上減少し、町
税を納入および納付することが困難な人
▷猶予期間‥各納期限の翌日から１年間
▷申請期限‥ ６月30日または納期限（令和３年１

月31日までに納期限が到来するも
の）のいずれか遅い日

　申請方法などについては、熊野町ホームページ
または収納管理課にお問い合せく
ださい。
■問収納管理課　☎820－５６３９

国保　傷病手当金の支給
　国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス
感染症に感染した、または発熱などの症状があり
感染が疑われるため会社などを４日以上休み、給
与収入が減少した人に傷病手当金を支給します。
　ただし、休職中に給与などの支給がある場合は、
対象外となることがあります。
　申請方法などについては、熊野町ホームページ
または税務住民課にお問い合せく
ださい。
■問税務住民課保険年金Ｇ
　☎820－５６０４

各種（障害福祉）の有効期限の延長
　郵送で手続きが行えるものもあります。各詳細については、社会福祉課に問い合せください。
　なお、期間などの情報は更新される場合があります。
　■問社会福祉課　☎820－５６３５

国民年金保険料の納付が困難な人へ
　令和２年２月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人で、当年中の所得見込額
が免除基準相当になることが見込まれる人は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な
手続きにより、免除申請が可能となります。

▷免除対象期間
　令和２年２月分～６月分（７月分以降は、改めて申請が必要です。）
　※学生納付特例の場合
　　令和元年度分‥令和２年２月分～３月分　　令和２年度分‥令和２年４月分～令和３年３月分

▷申請書類
　国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書、
　学生証のコピー（学生納付特例の場合）
　※各申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロード可。

■申税務住民課または広島南年金事務所
　※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をお勧めします。

■問広島南年金事務所（広島市南区皆実町一丁目４番35号）　☎253－７７１０
　税務住民課保険年金Ｇ（安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号）　☎820－５６０４

子育て世帯へ臨時特別給付金を支給します
■対次の全てにあてはまる世帯
　⑴ 平成16年４月２日～令和２年３月31日生まれ
の児童がいる世帯

　⑵ 支給対象児童に係る令和２年４月分（令和２
年３月分を含む）の児童手当の支給を受けた
児童手当受給者　※所得制限超過による特例
給付を受けている人は除く

▷ 申請方法‥原則、申請不要。ただし、公務員は
申請が必要です。詳しくは所属庁の担当課へ問
い合せください。
▷ 支給額、支給時期‥対象児童一人につき１万円
を、６月に児童手当の振込口座へ振り込みます。

■問子育て支援課　☎820－５６２３

原爆被爆者　定期健康診断の延期
　７月に予定しておりました原爆被爆者（被爆二
世を含む）定期健康診断について、新型コロナウ
イルス感染防止のため延期します。
延期後の日程などについては、決まり次第、対象
者にお知らせします。
※県が委託している病院などで行う希望健康診断
は実施していますが、医療機関の状況により受診
できない場合があります。
■問広島県健康福祉局被爆者支援課　☎513－３１１６

（社会福祉課）

●身体障害者手帳
　再認定期間を１年間延長可能
■対再認定期間が３月～令和３年２月までに満了する人

●特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当
　提出期限を１年間延長可能
■対 ２月～令和３年２月までに有期認定期間の終期を迎え
る人

●療育手帳
更新判定が電話で可能
■対次回判定月が８月末までの人
■問広島県西部こども家庭センター　☎254-０３８１

●障害福祉サービス（調査が困難な場合のみ実施）
従来の障害支援区分認定の有効期間に、新たに12カ月ま
での範囲内で町が定める期間を合算して支給決定

●自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療）
有効期限を１年間延長可能
■対３月～令和３年２月末までに有効期限を迎える人

●有料道路通行料金の割引
有効期限を７月31日に延期
※８月１日以降の利用は更新手続きが必要
■対３月～７月30日までに障害者割引の有効期限を迎える人

　保険料が未納の場合、将来の「老齢基礎年金」や、障害や死亡といった不測の事態が生じたとき
に受給できる「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
　経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合には、『保険料納付免除制度』をご利用
ください。（令和２年度の申請受付は７月１日以降となります）

▷免除制度の種類
　全額免除制度‥申請により保険料の全額（16,540円）が免除されます。
　一部免除制度‥ 申請により保険料の一部が免除されます。一部免除は３種類で、免除後の納付額

は次のとおりです。

　納付猶予制度‥ 50歳未満の人で、本人または配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請が
認められると保険料の納付が猶予されます。

　※学生および任意加入被保険者の人は対象外です。 
　※学生で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、「学生納付特例制度」をご利用ください。

■問税務住民課保険年金Ｇ　☎820－５６０４

「国民年金保険料」の免除制度をご利用ください

免除割合 ４分の３ ２分の１ ４分の１

納付額 4,140円 8,270円 12,410円

－ 7 －　－ Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'20/６月号 － Public Information: ＫＵＭＡＮＯ－　'20/６月号　－ 6 －認知症カフェ情報▼認知症の人や、その家族、支援者が集い、自由に話せる場所です。
　　■時６月16日（火）13:30～16:00　■￥200円　■所くまの・みらい交流館　
　■時７月１日（水）13：30～16：00　■￥200円　■所中溝コミュニティセンター


